
議案第９４号 

岩倉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につい

て 

岩倉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のように定めるものとする。 

令和７年１２月１９日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 



岩倉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する

条例 

第１条 岩倉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和７年岩倉

市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

１ 

円

４０５，０００

２ ４５５，０００

３ ５０８，０００

４ ５７４，０００

５ ６５５，０００

６ ７６５，０００

７ ８９３，０００

第９条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２５」とある

のは「１００分の９５」と、同項中「１００分の１２７．５」に、 

「１００分の９５」を「１００分の９７．５」に、「１００分の 

８７．５」を「、６月に支給する場合には１００分の８７．５、１２月

に支給する場合には１００分の９０」に改める。 

第２条 岩倉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第９条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」

と、同項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、

「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に、「、６月に支給

する場合には１００分の８７．５、１２月に支給する場合には１００分

の９０」を「１００分の８８．７５」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８

年４月１日から施行する。 


